
JP 2009-183457 A 2009.8.20

10

(57)【要約】
【課題】遠隔地から画像劣化や異常などの確認を行うこ
とをできるようにする。
【解決手段】操作検出部１７ａは、入力部１８からの入
力信号に基づいて、操作者による所定の操作モードを検
出する。画像収集部１７ｂは、収集条件に一致し、操作
検出部１７ａにより所定の操作モードが検出されたとき
、画像生成部１５から超音波画像を収集する。そして、
画像収集部１７ｂは、収集した超音波画像を記憶部１９
に記憶させる。転送部１７ｃは、所定のタイミングで記
憶部１９に記憶されている超音波画像を読み出し、サー
バに転送する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を超音波で走査して得られる受信信号を取得する取得手段と、前記取得手段によ
り取得された前記受信信号に基づいて超音波画像を生成する生成手段と、前記生成手段に
より生成された前記超音波画像を表示する表示手段とを有する超音波画像診断装置におい
て、
　前記超音波画像の収集条件を保存する保存手段と、
　前記保存手段により保存された前記収集条件に基づいて、前記超音波画像を収集する収
集手段と、
　前記収集手段により収集された前記超音波画像を、前記超音波画像を管理する画像管理
装置に転送する転送手段と、
　を備えることを特徴とする超音波画像診断装置。
【請求項２】
　前記収集条件は、プローブ別、モード別、検査者別、および検査部位別のうち少なくと
も１つを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波画像診断装置。
【請求項３】
　操作者による操作モードを検出する検出手段をさらに備え、
　前記検出手段により所定の操作モードが検出されたとき、前記収集手段は、前記超音波
画像を収集する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の超音波画像診断装置。
【請求項４】
　前記所定の操作モードは、ストア操作、プリント操作、アノテーション起動、計測起動
、またはフリーズ操作である
　ことを特徴とする請求項３に記載の超音波画像診断装置。
【請求項５】
　前記操作モードに優先度を設定し、前記収集手段により収集された前記超音波画像を前
記優先度とともに記憶する記憶手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項３または請求項４に記載の超音波画像診断装置。
【請求項６】
　前記記憶手段は、超音波画像が既に記憶されている場合、既に記憶されている超音波画
像とともに記憶された優先度と、これから記憶する超音波画像とともに記憶する優先度を
比較し、優先度の高い超音波画像を記憶する
　ことを特徴とする請求項５に記載の超音波画像診断装置。
【請求項７】
　前記収集手段は、操作者による指示に基づいて前記超音波画像を収集し、前記所定の操
作モードが検出されたときに収集された前記超音波画像とは別に管理する
　ことを特徴とする請求項３乃至６のいずれかに記載の超音波画像診断装置。
【請求項８】
　前記収集手段は、複数枚の前記超音波画像を収集する
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の超音波画像診断装置。
【請求項９】
　前記収集手段により前記超音波画像が収集されたとき、前記超音波画像が収集されたこ
とを通知する通知手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の超音波画像診断装置。
【請求項１０】
　前記収集手段により収集された前記超音波画像の一覧表示を制御する表示制御手段をさ
らに備える
　ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに記載の超音波画像診断装置。
【請求項１１】
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　前記転送手段は、予め設定したタイミングで前記超音波画像を前記画像管理装置に転送
する
　ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載の超音波画像診断装置。
【請求項１２】
　前記超音波画像には、被検体を特定する個人情報が付随されており、
　前記転送手段は、前記個人情報を削除して前記超音波画像を転送する
　ことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれかに記載の超音波画像診断装置。
【請求項１３】
　被検体を超音波で走査して得られる受信信号を取得する取得手段と、前記取得手段によ
り取得された前記受信信号に基づいて超音波画像を生成する生成手段と、前記生成手段に
より生成された前記超音波画像を表示する表示手段とを有する超音波画像診断装置が備え
るコンピュータに、
　前記超音波画像の収集条件を保存する保存ステップと、
　前記保存ステップにより保存された前記収集条件に基づいて、前記超音波画像を収集す
る収集ステップと、
　前記収集ステップにより収集された前記超音波画像を、前記超音波画像を管理する画像
管理装置に転送する転送ステップと、
　を実行させることを特徴とする超音波画像診断装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像診断装置およびその制御プログラムに関し、特に、超音波画像診
断装置で撮影される画像の劣化や超音波画像診断装置の異常を確認することができる超音
波画像診断装置およびその制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各種装置を監視する機能として、リモートメンテナンス（遠隔保守・点検）機能
がある。例えば、医療施設に設置された医用機器に係る条件情報を、公衆通信回線を介し
て収集し、収集した条件情報に基づいて決定した医用機器の保守作業内容に関する情報を
、公衆通信回線を介して保守担当者に提供する技術が提案されている（例えば、特許文献
１参照）。
【０００３】
　ところで、超音波画像診断装置のメンテナンスにおいては、プローブの素子抜けや劣化
、および基板の劣化等をチェックする必要があり、従来、そのようなチェックは、サービ
スマンが現地に出向き、ファントムなどを使用して画像を収集することにより行われてい
る。
【特許文献１】特開２００５－１２２７０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように、超音波画像診断装置のメンテナンスを行う場合、サービスマンが定期的に
現地に出向く必要があり、そのためのコストがかかってしまうという課題があった。
【０００５】
　また、サービスマンが現地で超音波画像診断装置の状態を確認した後に必要な修理部品
を手配するため、修理着手までにタイムラグが発生してしまうという課題があった。
【０００６】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、超音波画像診断装
置で撮影される画像の劣化や超音波画像診断装置の異常を容易に確認することができる超
音波画像診断装置およびその制御プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明の実施の形態に係る第１の特徴は、被検体を超音波で走査して得られる受信信号
を取得する取得手段と、取得手段により取得された受信信号に基づいて超音波画像を生成
する生成手段と、生成手段により生成された超音波画像を表示する表示手段とを有する超
音波画像診断装置において、超音波画像の収集条件を保存する保存手段と、保存手段によ
り保存された収集条件に基づいて、超音波画像を収集する収集手段と、収集手段により収
集された超音波画像を、超音波画像を管理する画像管理装置に転送する転送手段と、を備
える。
【０００８】
　本発明の実施の形態に係る第２の特徴は、被検体を超音波で走査して得られる受信信号
を取得する取得手段と、取得手段により取得された受信信号に基づいて超音波画像を生成
する生成手段と、生成手段により生成された超音波画像を表示する表示手段とを有する超
音波画像診断装置が備えるコンピュータに、超音波画像の収集条件を保存する保存ステッ
プと、保存ステップにより保存された収集条件に基づいて、超音波画像を収集する収集ス
テップと、収集ステップにより収集された超音波画像を、超音波画像を管理する画像管理
装置に転送する転送ステップと、を実行させる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、予め設定した条件に基づいて超音波画像を収集することで、超音波画
像診断装置で撮影される画像の劣化や超音波画像診断装置の異常を容易に確認することが
可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本発明を適用した超音波画像管理システムの構成例を示す図である。
【００１２】
　図１に示す超音波画像管理システムは、超音波画像診断装置１ａ乃至１ｃとサーバ３が
ネットワーク２を介して接続されることによって構成される。以下において、超音波画像
診断装置１ａ乃至１ｃを個々に区別する必要が無い場合、単に超音波画像診断装置１と称
する。
【００１３】
　超音波画像診断装置１は病院などの医療施設に設置される装置であり、操作者の指示に
応じて、被検体である生体に向けて超音波プローブから超音波ビームを放射し、生体組織
の境界で反射して生じる反射波を超音波プローブで受信して、生体内の状態を表す超音波
画像を再構成する（撮影する）。撮影された超音波画像は患者の診断に用いられる。
【００１４】
　また超音波画像診断装置１は、撮影した超音波画像の中から、予め設定された収集条件
に一致する超音波画像を収集する。超音波画像診断装置１には、超音波プローブの種別や
操作モードなどの収集条件が用意されており、患者の診察中において、装置の設定がその
収集条件に一致し、かつ、所定の操作モードが検出されたとき、超音波画像が収集される
。超音波画像診断装置１は、収集した超音波画像を所定のタイミングでサーバ３に転送し
、転送終了後、転送した超音波画像を削除する。
【００１５】
　ネットワーク２は、公衆回線網、ローカルエリアネットワーク、またはインターネット
などのネットワーク、デジタル衛星放送といった、有線または無線のいずれのものでもよ
い。
【００１６】
　サーバ３は、超音波画像診断装置１により収集され、ネットワーク２を介して転送され
てきた超音波画像を受信し、記憶する。このサーバ３は、超音波画像を管理する画像管理
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装置として機能する。サービスマンは、サーバ３に記憶された超音波画像を確認すること
により、遠隔地にある超音波画像診断装置１で撮影される超音波画像の劣化や超音波画像
診断装置１に異常が発生しているか否かを判断することができる。すなわち、サービスマ
ンは、超音波画像診断装置１に異常が発生していないかを確認したりするために、超音波
画像診断装置１が設置されている医療施設に出向く必要がない。
【００１７】
　なお、超音波画像診断装置１の数は任意であり、図１に示されるように３つに限られる
ものではない。またサーバ３の数も任意であり、図１に示されるように１つに限られるも
のではない。例えば、サービスマンが管轄する地域毎にサーバ３を設けるようにしたり、
あるいは、所定の数（例えば、１０台）の超音波画像診断装置１につき１台のサーバ３を
設けたりするようにしてもよい。
【００１８】
　図２は、超音波画像診断装置１の構成例を示すブロック図である。
【００１９】
　超音波プローブ１１は、被検体の体表面にその先端面を接触させて超音波の送受波を行
うものである。超音波プローブ１１は、複数個の圧電振動子を有しており、それらは先端
面に配列される。この超音波プローブ１１は、被検体を超音波で走査して得られる受信信
号を取得する取得手段として機能する。
【００２０】
　送受信部１２は、超音波を発生させるための超音波駆動信号を生成して超音波プローブ
１１に出力したり、超音波プローブ１１の圧電振動子から得られる複数チャンネルの超音
波受信信号に対して整相加算を行い、整相加算によって得られた信号を信号処理部１３に
出力したりする。
【００２１】
　信号処理部１３は、Ｂモード処理部、ドプラ処理部、およびカラーモード処理部を有す
る。Ｂモード処理部は、送受信部１２から供給された信号（エコー信号）の振幅情報の映
像化を行い、映像化を行うことによって生成されたＢモード超音波ラスタデータをＤＳＣ
（Digital Scan Converter）１４に出力する。ドプラ処理部は、送受信部１２から供給さ
れた信号からドプラ偏移周波数成分を取り出し、さらにＦＦＴ（Fast Fourier Transform
）処理などを施すことによって生成された、血流情報をＤＳＣ１４に出力する。カラーモ
ード処理部は、送受信部１２から供給された信号に基づいて、血流情報の映像化を行い、
映像化を行うことによって生成されたカラー超音波ラスタデータをＤＳＣ１４に出力する
。
【００２２】
　ＤＳＣ１４は、スキャンコンバージョン処理を行うことによって、信号処理部１３から
供給されたデータを、直交座標で表される超音波画像に変換する。例えば、Ｂモード処理
部から出力されたＢモード超音波ラスタデータに対してスキャンコンバージョン処理が施
されると、被検体の組織形状を２次元情報として表す超音波画像である断層像データが生
成される。ＤＳＣ１４は、超音波画像を画像生成部１５に出力する。
【００２３】
　画像生成部１５は、ＤＳＣ１４から供給された超音波画像からボクセルデータを生成し
、さらにボリュームレンダリング処理を行って２次元の超音波画像や３次元の超音波画像
などを生成し、その２次元の超音波画像や３次元の超音波画像を表示部１６や制御部１７
に出力する。また画像生成部１５は、制御部１７による制御に従って、各種の操作画面を
表示するためのデータを生成し、生成したデータを表示部１６に出力する。
【００２４】
　これら信号処理部１３、ＤＳＣ１４及び画像生成部１５は、超音波画像を生成する生成
手段として機能する。
【００２５】
　表示部１６は、例えば、液晶ディスプレイで構成されており、画像生成部１５で生成さ
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れたデータに基づいて、各種の操作画面や画像を表示する。また表示部１６は、制御部１
７からの通知に基づいて、メッセージを表示する。この表示部１６は、超音波画像などを
表示する表示手段として機能する。
【００２６】
　制御部１７は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）、ＲＡＭ（Random Access Memory）からなり、入力部１８からの入力信号に基づいて
、ＲＯＭに記憶されている画像収集プログラムなどを読み出して実行することにより各部
の制御を行う。また制御部１７は、所定の処理を行うことによって得られたデータと、画
像生成部１５から収集した超音波画像のデータを記憶部１９に記憶させる。制御部１７に
おいては、画像収集プログラムなどが実行されることによって図２に示されるように操作
検出部１７ａ、画像収集部１７ｂ、転送部１７ｃ、および通知部１７ｄが実現される。
【００２７】
　操作検出部１７ａは、入力部１８からの入力信号に基づいて、操作者により入力される
所定の操作モードを検出する検出手段として機能する。ここで、所定の操作モードとは、
ストア操作、プリント操作、アノテーション起動、計測起動、およびフリーズ操作などで
ある。操作検出部１７ａは、検出した操作モードに割り当てられた操作番号を画像収集部
１７ｂに供給する。後に詳述するように、ストア操作には「１」、プリント操作には「２
」といったように、それぞれの操作モードには操作番号が割り当てられている。
【００２８】
　画像収集部１７ｂは、収集する超音波画像の条件である収集条件のマトリクス表を有し
ている。収集条件のマトリクス表は、サービスマンにより予め入力され、画像収集部１７
ｂに保存される。この画像収集部１７ｂは、超音波画像の収集条件を保存する保存手段と
して機能する。画像収集部１７ｂは、超音波画像の撮影時の超音波画像診断装置１の設定
が収集条件に一致し、かつ、操作検出部１７ａで所定の操作モードが検出されたとき、画
像生成部１５により生成された超音波画像を収集する。この画像収集部１７ｂは、保存さ
れた収集条件に基づいて、超音波画像を収集する収集手段としても機能する。
【００２９】
　収集する超音波画像は、キャプチャ画像とオリジナル画像の両方またはいずれか一方と
する。画像収集時、超音波画像に付随する患者ＩＤ、患者名、年齢、および性別などのい
わゆる個人情報は削除される。撮影されたそれぞれの超音波画像には、操作者により入力
された患者に関する個人情報が付随するようになされている。
【００３０】
　図３は、収集条件のマトリクス表の例を示す図である。
【００３１】
　図３に示されるように、例えば、プローブ種別（コンベックス、セクタ、リニア）およ
びモード別（２Ｄ（2 Dimension），ＣＤＩ（Color Doppler Imaging），ＰＷ（Pulse Wa
ve），ＣＷ（Continuance Wave））のマトリクス表が画像収集部１７ｂに用意される。図
３に示されるようなマトリクス表が用意されている場合、例えば、「コンベックス」の超
音波プローブが用いられ、その超音波プローブが「２Ｄ」のモードに設定されたとき、画
像生成部１５により生成された超音波画像は、このマトリクス表の収集条件に一致すると
判断される。そして、操作者により、ストア操作、プリント操作、アノテーション起動、
計測起動、またはフリーズ操作が行われたとき、その超音波画像が収集される。
【００３２】
　図４は、他の収集条件のマトリクス表の例を示す図である。
【００３３】
　図４に示されるように、例えば、サブモード別（Fundamental、Color）およびプローブ
周波数別（6.0MHz、5.0MHz、4.0MHz、2.8MHz、1.9MHz、N/A、3.0MHz、2.5MHz、2.2MHz、1
.8MHz）のマトリクス表が画像収集部１７ｂに用意される。図４に示されるようなマトリ
クス表が用意されている場合、例えば、「コンベックス」の超音波プローブが用いられ、
その超音波プローブが「Fundamental」のサブモードに設定され、かつ、「6.0MHz」の周
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波数に設定されたとき、画像生成部１５により生成された超音波画像は、このマトリクス
表の収集条件に一致すると判断される。そして、操作者により、ストア操作、プリント操
作、アノテーション起動、計測起動、またはフリーズ操作が行われたとき、その超音波画
像が収集される。
【００３４】
　図３および図４に示した収集条件のマトリクス表は、サービスマンがサーバ３を操作す
るなどしてネットワーク２を介して設定・変更される。すなわち、サービスマンは、画像
劣化チェックや異常チェックのために必要な超音波画像の収集条件を任意に設定したり、
状況に応じて変更したりすることができる。また１つの収集条件につき超音波画像を複数
枚収集するように設定することが好ましい。なぜなら、１枚の超音波画像しか収集してい
なかった場合、サーバ３への転送がキャンセルされてしまうと、画像劣化チェックや異常
チェックに用いる超音波画像がなくなるからである。
【００３５】
　さらに、収集条件は、プローブ別やモード別の他、検査者別や検査部位別など細かく分
類するようにしてもよい。
【００３６】
　画像収集部１７ｂは、画像収集の際に記憶部１９を参照し、収集条件に一致する超音波
画像が既に記憶されていた場合、優先度に基づいて、超音波画像を新たに収集するか否か
を判断する。記憶部１９に記憶されている超音波画像には、それを収集するときの操作モ
ードに対して設定されているものと同じ優先度が設定される。
【００３７】
　図５は、超音波画像を記憶する場合の優先度の例を示す図である。
【００３８】
　図５の例の場合、操作番号の「１」が割り当てられた「ストア」の操作モードの優先度
が「１」に設定され、操作番号の「２」が割り当てられた「プリント」の操作モードの優
先度が「２」に設定され、操作番号の「３」が割り当てられた「アノテーション起動」の
操作モードの優先度が「３」に設定され、操作番号の「４」が割り当てられた「計測起動
」の操作モードの優先度が「４」に設定され、操作番号の「５」が割り当てられた「フリ
ーズ」の操作モードの優先度が「５」に設定される。
【００３９】
　いくつかある操作モードにおいて、「ストア」の操作モードは、操作者がその超音波画
像を保存したいと思うときに行われる操作であり、その操作モードが最も高い優先度に設
定されている。優先度は、その数字が小さいほど高くなっている。
【００４０】
　例えば、前回、プリント操作が行われることによって、優先度が「２」の超音波画像が
記憶部１９に記憶されていた場合において、今回、優先度が「１」のストア操作が行われ
たとき、今回行われたストア操作の優先度は前回行われたプリント操作の優先度より高い
から、そのような優先度の高いストア操作が行われることに応じて今回生成された超音波
画像が新たに収集される。
【００４１】
　これに対し、今回、優先度が「３」のアノテーション起動、優先度が「４」の計測起動
、または優先度が「５」のフリーズ操作が行われたとき、今回行われた操作の優先度は前
回行われたプリント操作の優先度より低いから、超音波画像は収集されない。
【００４２】
　このように、より優先度の高い条件で超音波画像が収集されるが、既に記憶されている
超音波画像の記憶期間が所定期間（例えば、１ヶ月）を過ぎている場合には、今回行われ
た操作の優先度が前回行われた操作の優先度より低くても、新たに超音波画像を収集する
ようにする。
【００４３】
　画像収集部１７ｂは、画像生成部１５から収集した超音波画像、および、操作検出部１
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７ａで検出された操作モードに割り当てられた操作番号を記憶部１９に記憶させるととも
に、超音波画像を収集した旨を通知部１７ｄに通知する。
【００４４】
　転送部１７ｃは、ＬＡＮ（Local Area Network）カードやモデムなどで構成されており
、記憶部１９に記憶されている収集画像を夜間などの所定のタイミングで読み出し、ネッ
トワーク２を介してサーバ３に転送する。このとき転送部１７ｃは、収集した超音波画像
を転送する旨を通知部１７ｄに通知する。この転送部１７ｃは、収集した超音波画像を転
送する転送手段として機能する。
【００４５】
　通知部１７ｄは、画像収集部１７ｂからの通知に基づいて、超音波画像を収集した旨を
表すメッセージを表示部１６に表示させる通知手段として機能する。表示部１６に表示さ
れるメッセージの表示方法は、画面隅に「画像が収集されました」といった帯メッセージ
を表示させるか、あるいは、収集アイコンを用意しておき、そのアイコンを点滅させるな
ど、診察中の邪魔にならないような表示方法が好ましい。
【００４６】
　また通知部１７ｄは、転送部１７ｃからの通知に基づいて、超音波画像を転送する旨を
表すメッセージを表示部１６に表示させる。
【００４７】
　入力部１８は、トラックボール、スイッチ、ボタン、キーボード、およびマウスなどの
入力デバイスで構成される。入力部１８が操作者により用いられることによって、患者情
報や検査種類などの各種情報の入力、ストア操作、プリント操作、アノテーション起動、
計測起動、およびフリーズ操作などが行われる。入力部１８は、操作者の操作の内容を表
す信号を制御部１７に出力する。
【００４８】
　記憶部１９は、大容量のＨＤＤ（Hard Disc Drive）などで構成され、制御部１７から
供給された超音波画像および操作番号を記憶する記憶手段として機能する。
【００４９】
　次に、図６のフローチャートを参照して、制御部１７が実行する、超音波画像を収集す
る処理について説明する。なお、この処理は、操作者により超音波画像診断装置１の電源
がオンされると開始される。
【００５０】
　ステップＳ１において、画像収集部１７ｂは、超音波画像診断装置１の設定が収集条件
と一致するか否かを判定する。すなわち、超音波画像診断装置１の設定が、図３または図
４に示したマトリクス表の収集条件のいずれかに一致するか否かが判定される。ステップ
Ｓ１において、超音波画像診断装置１の設定が収集条件と一致すると判定した場合、ステ
ップＳ２に進み、超音波画像診断装置１の設定が収集条件と一致しないと判定した場合、
ステップＳ７に進む。
【００５１】
　ステップＳ２において、操作検出部１７ａは、入力部１８からの入力信号に基づいて、
所定の操作モードが検出されたか否かを判定する。すなわち、ストア操作、プリント操作
、アノテーション起動、計測起動、またはフリーズ操作が検出されたか否かが判定される
。ステップＳ２において、所定の操作モードが検出されていないと判定された場合、ステ
ップＳ１に戻り、上述した処理が繰り返される。そして、ステップＳ２において、所定の
操作モードが検出されたと判定された場合、ステップＳ３に進む。
【００５２】
　ステップＳ３において、操作検出部１７ａは、ステップＳ２の処理で検出された操作モ
ードに割り当てられた操作番号を確認し、その操作番号を画像収集部１７ｂに供給する。
例えば、図５に示したように、「ストア」の操作モードに割り当てられた操作番号の「１
」、「プリント」の操作モードに割り当てられた操作番号の「２」、「アノテーション起
動」の操作モードに割り当てられた操作番号の「３」、「計測起動」の操作モードに割り
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当てられた操作番号の「４」、「フリーズ」の操作モードに割り当てられた操作番号の「
５」のいずれかが確認され、確認された操作番号が画像収集部１７ｂに供給される。
【００５３】
　ステップＳ４において、画像収集部１７ｂは、記憶部１９を参照し、ステップＳ１の処
理で一致した収集条件と同じ収集条件で収集した超音波画像が既に記憶されているか否か
を判定する。この収集条件で収集した超音波画像が記憶部１９に既に記憶されていると判
定した場合、ステップＳ５に進み、画像収集部１７ｂは、以前収集した超音波画像の記憶
期間が１ヶ月未満であるか否かを判定する。すなわち、画像収集部１７ｂは、収集したそ
れぞれの超音波画像をいつ記憶させたのかを表す情報を管理している。
【００５４】
　ステップＳ５において、以前収集した超音波画像の記憶期間が１ヶ月未満であると判定
した場合、ステップＳ６に進み、画像収集部１７ｂは、以前収集した超音波画像の優先度
が今回行われた操作モードの優先度より高いか否かを判定する。例えば、今回、優先度が
「２」のプリント操作が行われたとき、既に記憶されている超音波画像の優先度が「２」
より高いか否かが判定される。
【００５５】
　ステップＳ６において、画像収集部１７ｂは、以前収集した超音波画像の優先度が今回
行われた操作モードの優先度より高いと判定した場合、超音波画像の収集を行わず、ステ
ップＳ７に進む。すなわち、今回、優先度が「２」のプリント操作が行われ、既に記憶さ
れている超音波画像の優先度が「１」である場合、今回行われたプリント操作の優先度は
前回行われたストア操作の優先度より低いから、超音波画像の収集は行われない。
【００５６】
　ステップＳ７において、操作検出部１７ａは、操作者により超音波画像診断装置１の電
源がオフされたか否かを判定し、電源オフではないと判定した場合、ステップＳ１に戻り
、上述した処理を繰り返し実行する。
【００５７】
　一方、ステップＳ４において、画像収集部１７ｂは、ステップＳ１の処理で一致した収
集条件と同じ収集条件で収集した超音波画像がまだ記憶部１９に記憶されていないと判定
した場合、ステップＳ５において、ステップＳ１の処理で一致した収集条件と同じ収集条
件で収集した超音波画像が記憶部１９に既に記憶されているが、その記憶期間が１ヶ月以
上であると判定した場合、または、ステップＳ６において、以前収集した超音波画像の優
先度が今回行われた操作モードの優先度と同じ、もしくは今回より低いと判定した場合、
ステップＳ８に進む。
【００５８】
　ステップＳ８において、画像収集部１７ｂは、画像生成部１５から超音波画像を収集し
、収集した超音波画像を、それに付随する個人情報を削除した上で、操作検出部１７ａか
ら供給された操作番号とともに記憶部１９に記憶させる。また画像収集部１７ｂは、超音
波画像を収集した旨を通知部１７ｄに通知する。通知部１７ｄは、画像収集部１７ｂから
の通知に基づいて、画像を収集した旨を表すメッセージを表示部１６に表示させる。その
後、処理はステップＳ７に進み、上述したように、電源オフか否かが判定される。そして
、ステップＳ７において、操作検出部１７ａは、電源オフされたと判定した場合、処理を
終了する。
【００５９】
　以上のように、収集条件に一致し、かつ、所定の操作モードが検出されたとき、超音波
画像が収集され、より優先度の高いものが記憶される。また収集された超音波画像の記憶
期間が長い場合には、新たに超音波画像が収集され、記憶される。これにより、後述する
転送処理において、メンテナンスのために、最新の超音波画像をサーバ３に転送すること
が可能となる。
【００６０】
　なお、超音波画像の収集時に個人情報を削除するようにしたが、これに限らず、後述す
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る超音波画像の転送時に個人情報を削除するようにしてもよい。
【００６１】
　次に、図７のフローチャートを参照して、制御部１７が実行する、超音波画像を転送す
る処理について説明する。
【００６２】
　ステップＳ１１において、制御部１７は、設定したタイミングであるか否かを判定し、
設定したタイミングであると判定するまで待機する。ここで、設定したタイミングとは、
夜間など超音波画像診断装置１が使用されない時間帯、サーバ３からネットワーク２を介
して転送が要求されるタイミング、あるいは、操作者により転送することが指示された場
合などである。
【００６３】
　ステップＳ１１において、設定したタイミングであると判定した場合、ステップＳ１２
に進み、転送部１７ｃは、収集された超音波画像を記憶部１９から読み出し、収集された
超音波画像を転送する旨を通知部１７ｄに通知する。ステップＳ１３において、通知部１
７ｄは、収集された超音波画像の一覧を含む確認画面を表示部１６に表示させる。すなわ
ち、通知部１７ｄは、収集された超音波画像の一覧表示を制御する表示制御手段としても
機能する。
【００６４】
　図８は、確認画面の表示例を示す図である。図８の確認画面には、収集条件一覧３１お
よび収集画像一覧３２が設けられている。収集条件一覧３１の「プローブ種別：コンベッ
クス、モード：２Ｄ」の収集条件にカーソルＣが当てられ、このカーソルＣが当てられた
収集条件により収集された超音波画像が、収集画像一覧３２に表示されている。また、収
集画像一覧３２に表示されている超音波画像の中から所定の画像を削除する場合に操作さ
れる削除ボタン３３、収集画像一覧３２に表示されている超音波画像を転送する場合に選
択される転送ボタン３４、収集された超音波画像の転送を中止する場合に選択される中止
ボタン３５が設けられている。
【００６５】
　この確認画面は、転送時に表示されるだけでなく、操作者による指示に基づいて、いつ
でも表示させることができる。例えば、上述した図６のステップＳ７において、画像を収
集した旨を表すメッセージが表示部１６に表示されたとき、操作者は、メッセージを確認
した後、図８に示した確認画面を表示させる。そして、収集画像一覧３２の中から収集を
禁止したい超音波画像を選択し、削除ボタン３３により収集された超音波画像を削除する
ことができる。すなわち、操作者は、収集されたくない超音波画像をいつでも削除するこ
とができる。
【００６６】
　このような操作が行われると、サーバ３に転送する超音波画像がなくなる恐れがあるた
め、１つの収集条件につき複数枚の超音波画像を収集するようにしてもよい。
【００６７】
　図７に戻り、ステップＳ１４において、転送部１７ｃは、入力部１８からの入力信号に
基づいて、転送が指示されたか否か、すなわち、図８に示した確認画面の転送ボタン３４
が選択されたか否かを判定する。転送ボタン３４が選択され、転送が指示された場合、ス
テップＳ１６に進み、転送部１７ｃは、ネットワーク２を介してサーバ３に接続する。
【００６８】
　ステップＳ１７において、転送部１７ｃは、操作者により転送することが指示された超
音波画像を記憶部１９から読み出し、ネットワーク２を介してサーバ３に転送する。転送
終了後、ステップＳ１８において、転送部１７ｃは、サーバ３へ転送した超音波画像を記
憶部１９から削除する。
【００６９】
　一方、ステップＳ１４において、転送が指示されていない、すなわち、図８に示した確
認画面の中止ボタン３５が選択された場合、ステップＳ１５に進み、転送部１７ｃは、ス
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テップＳ１２の処理で読み出した超音波画像のうち、操作者の指示により収集された超音
波画像があるか否かを判定する。ここで、操作者の指示により収集された超音波画像とは
、超音波画像が表示される画面上に収集ボタンを用意しておき、操作者がその収集ボタン
を選択したときに収集された超音波画像のことである。操作者の指示により収集された画
像は、上書きされないように自動収集された超音波画像とは別に管理される。
【００７０】
　ステップＳ１５において、操作者の指示により収集された超音波画像がないと判定した
場合、ステップＳ１１に戻り、上述した処理が繰り返し実行される。
【００７１】
　ステップＳ１５において、操作者の指示により収集された超音波画像があると判定した
場合、ステップＳ１６に進み、転送部１７ｃは、ネットワーク２を介してサーバ３に接続
する。ステップＳ１７において、転送部１７ｃは、操作者の指示により収集された超音波
画像を、ネットワーク２を介してサーバ３に転送する。転送終了後、ステップＳ１８にお
いて、転送部１７ｃは、サーバ３へ転送した超音波画像を記憶部１９から削除する。
【００７２】
　以上の処理により、設定した所定のタイミングで、収集された超音波画像を読み出し、
サーバ３へ転送することができる。これにより、サービスマンは、画像劣化チェックや異
常チェックのために現地へ赴かなくても、サーバ３で受信した超音波画像を確認し、画像
劣化や異常が発生していないか否かを容易に確認することができる。そして、画像劣化や
異常があれば、必要な部品等を手配し、現地に出張対応を行う。
【００７３】
　以上においては、収集される超音波画像は、キャプチャ画像とオリジナル画像の両方ま
たはいずれか一方とするようにしたが、オリジナル画像を転送する場合には、データ転送
の負荷が大きくなるため、圧縮して転送するようにしてもよい。また、設定したタイミン
グで超音波画像を全て転送する以外にも、例えば、週に１回のタイミングで代表画像を転
送し、月に１回のタイミングで全ての超音波画像を転送するなど、転送方法はサービスマ
ンが任意に設定変更することが可能である。
【００７４】
　また、以上においては、リアルタイムで超音波画像を収集し、予め設定したタイミング
で転送するようにしたが、これに限らず、例えば、超音波画像診断装置１が使用されてい
ないときに、装置内に保存されている超音波画像の中から収集条件に一致するものを検索
し、それを転送するようにしてもよい。
【００７５】
　なおこの発明は、上記実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化したり、上記実施の形態に開示され
ている複数の構成要素を適宜組み合わせることにより種々の発明を形成できる。例えば、
実施の形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異な
る実施の形態に亘る構成要素を適宜組み合わせても良い。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明を適用した超音波画像管理システムの構成例を示す図である。
【図２】超音波画像診断装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】収集条件のマトリクス表の例を示す図である。
【図４】他の収集条件のマトリクス表の例を示す図である。
【図５】超音波画像を記憶する場合の優先度の例を示す図である。
【図６】超音波画像の収集処理を説明するフローチャートである。
【図７】超音波画像の転送処理を説明するフローチャートである。
【図８】確認画面の表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００７７】
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１　　　超音波画像診断装置
１７　　制御部
１７ａ　操作検出部
１７ｂ　画像収集部
１７ｃ　転送部
１７ｄ　通知部

【図１】 【図２】



(13) JP 2009-183457 A 2009.8.20

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(14) JP 2009-183457 A 2009.8.20

【図８】



(15) JP 2009-183457 A 2009.8.20

10

フロントページの続き

(72)発明者  大森　慈浩
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  小笠原　洋一
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  赤木　和哉
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  中嶋　修
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内
Ｆターム(参考) 4C601 EE10  EE11  EE21  EE22  LL17  LL21  LL23  LL38 



专利名称(译) 超声图像诊断设备及其控制程序

公开(公告)号 JP2009183457A 公开(公告)日 2009-08-20

申请号 JP2008026435 申请日 2008-02-06

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝
东芝医疗系统株式会社

申请(专利权)人(译) 东芝公司
东芝医疗系统有限公司

[标]发明人 大森慈浩
小笠原洋一
赤木和哉
中嶋修

发明人 大森 慈浩
小笠原 洋一
赤木 和哉
中嶋 修

IPC分类号 A61B8/00

FI分类号 A61B8/00

F-TERM分类号 4C601/EE10 4C601/EE11 4C601/EE21 4C601/EE22 4C601/LL17 4C601/LL21 4C601/LL23 4C601
/LL38

代理人(译) 三好秀
伊藤雅一
高桥俊
高松俊夫

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：从远处确认图像劣化和异常等。 操作检测单元基于来自
输入单元的输入信号由操作者检测预定操作模式。当操作检测单元17a检
测到预定操作模式时，图像收集单元17b从图像生成单元15收集超声图
像。然后，图像采集单元17b使存储单元19存储收集的超声图像。传送单
元17c在预定定时读取存储在存储单元19中的超声图像，并将其传送到服
务器。 .The

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/20d2f404-3f6b-43c1-932c-a237d6fa7290
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041067382/publication/JP2009183457A?q=JP2009183457A

